
  香取広域市町村圏事務組合林野火災注意報・林野火災警報発令規程  

令和８年１月１日  

訓令第 1 4号  

(趣旨 ) 

第１条  この訓令は、消防法（昭和 2 3年法律第 1 8 6号）第 2 2条第３項の規定に

よる火災に関する警報並びに香取広域市町村圏事務組合火災予防条例（平

成 1 8年条例第 2 3号）第 2 9条の８の規定による林野火災に関する注意報及び

第 2 9条条 の ９ の 規 定 に よる 林 野 火災 の 予 防を 目 的 とし た 火 災に 関 す る警 報

の発令中における火の使用制限 条（下「林林野火災警報」 という。）に伴う

発令及び解除について必要な事項を定めるものとする。  

(林野火災警報」の発令及び解除 ) 

第２条  林野火災警報」の発令及び解除の基準を次のとおり定め、該当する

場合に発令するものとする。ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪

がある場合は、この限りではない。  

(１ ) 林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかに揚げる条件を満たす  

ものとする。  

ア  前３日間の合計降水量が１ミリメートル下「であり、かつ、前 3 0日

間の合計降水量が 3 0ミリメートル下「であること。  

イ  前３日間の合計降水量が１ミリメートル下「であり、かつ、乾燥注

意報が発表されていること。  

(２ ) 林野火災警報の発令基準は、前号に定める注意報の発令基準を満た

し、かつ、強風注意報が発表されていることとする。  

２  前項の気象状況については、気象庁による毎朝５時頃の気象概況の通報

及び気象庁のホームページ」により確認するものとする。  

３  解除にあっては、前項に加え降水があった場合」、発令基準に該当しな

くなったときに行うものとする。  

(火の使用制限の対象区域 ) 

第３条  林野火災警報」発令時における火の使用制限の対象となる区域は、

森林法 条（昭和 2 6年法律第 2 4 9号）第 2 1条及び森林法施行令 条（昭和 2 6年政令第

2 7 6号）第３条の２の規定を準用し、森林又は森林の周囲１キロメートルの



範囲内とする。  

（発令対象期間）  

第４条  林野火災警報」の発令は、１月から５月までの間を対象とする。  

（林野火災警報」の伝達）  

第５条  林野火災警報」を発令し、又は解除したときは、次の方法により住

民に伝達しなければならない。  

(１ ) 防災行政無線による広報  

(２ ) 消防車」による巡回広報  

(３ ) その他適当と認められる方法  

附  則  

この訓令は、令和８年１月１日から施行する。  


